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レンキスト・コートの終焉とロバーツ・コートの幕開け※

宮　下　　　紘

1．はじめに

2．最高裁の転換

3．レンキスト・コートを振り返る

4、今後の最高裁一ロバーツ・コートの1年目を振り返って

1．はじめに

　2005年9月3日，ウィリアム・レンキスト合衆国最高裁判所首席裁半1」官の

死により，最高裁の歴史は一つの幕を閉じれそして，ジョン・ロバーツ裁半1」

官が，合衆国憲法2条2項に従い，大統領の指名及び上院の忠告と同意をそれ

ぞれ受け，2005年9月29日，第17代合衆国最高裁判所の首席裁判官に就任

した。

　合衆国最高裁判所（以下，最高裁と省略する）は，連邦及び州の裁判所の中

において最も中核的な役割を果たしている。最高裁は，1名の首席裁判官と8

名の陪席裁判官，すなわち計9名の裁半1」官で構成され，終身制（t・m蛇）であ

る。首席裁判官は，最高裁内部及び連邦裁判所の円滑な運営を実現する責任を

負っており，また，大統領の宣誓式に立ち会ったり，大統領の弾劾を主宰する

権限を有している。そして，最高裁の裁判官たちは，憲法の最終解釈者として

の役割を果たしているため，連邦議会の議員と大統頷に比肩しうる決定的に重

要な権限を有している。．そのため，それぞれの裁判官がどのような半11決を下し，

また憲法についてどのような見解をもっているか，ということは，法曹関係者

はもちろんのこと，一般市民にとっても大きな関心事である。今回の最高裁裁

判官の交代は11年ぶりのことであり，また首席裁判官の交代は，ユ9年ぶりの

ことであったことから，特に大きな注目を集めていた。
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　この小論では，2004年開廷期（2005年6月閉幕）から2005年開廷期（2005

年10月開幕）までの間に生じた合衆国最高裁内部における予期せぬ事態を振

り返ることにより，レンキスト・コートの終焉とロバーツ・コートの幕開けと

いう最高裁の転換を分析し，またそれぞれのコートの特徴を抽出し，レンキス

ト・コート以降の最高裁の役割について実証的に分析を試みることにしたい。

2．最高裁の転換1：

　2004年開廷期の最終日である2005年6月27日，レンキスト首席裁判官は

最後の判決を言い渡した幅コ。当時，レンキストは，1972年から33年間を最高

裁裁判官として，内19年間を首席裁判官として努め，80歳の老齢であった。

さらに，当時レンキスト首席裁判官は，咽喉癌にかかっており，2004年開廷

期には数ヶ月間口頭弁論を欠席していたため，今期をもって引退するであろう，

という噂がささやかれていた。しかし，レンキスト首席裁判官は，2004年開

廷期が終わった後に，r私がすぐに引退する，という思わくや根拠のない噂は

もう止めにしてほしい。私は，今すぐに引退を表明するつもりはない。私の健

康状態が許す限り，私は，首席裁判官としての任務を遂行し続ける」｛副と述べ

ていた。

　その一方で，2005年7月1日，9名の最高裁裁判官の中で最も中立的立場を

維持してきたと言われるオコーナー裁判官が，突然弓1過を表明した。ここ数年

は，5対4で書1」れる判決が多い中，彼女は多くの重要な事案におけるキャスティ

ング・ボートを握っていたと言われていたため，彼女の引退による代わりの人

事が注目されていた。そのような中，ブッシュ大統領は，コロンビア特別区巡

回連邦控訴裁判所のロバーツ裁判官をオコーナー裁判官の代わりに指名した。

しかしながら，9月3日，レンキスト首席裁判官が死亡したため，その3日後，

ブッシュ大統領は，ロバーツ裁判官をレンキスト首席裁判官の代わりとして指

名した。なお，オコーナー裁判官は，2006年1月までの間引き続き職務を継

続したが，1月31日サミュエル・アリート裁判官（第三巡回連邦控訴裁判所）

が上院で承認を受けたこと（58対42）に伴い引退した＝㌔

　最高裁の裁判官として承認されるためには，大統領の指名と上院での「忠告

と同意（ad．iCe　and　COnS．nt）」ほコが必要となる。すでに大統領からの指名を受け
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ていたロバーツ裁判官は，上院司法委員会（s・n・t・Ju＆・的。・mmitt・・）で上

院議員や法曹関係者による最高裁裁判官としての「十分な資質（We1q・独ed）」

があるかどうかの審訊を受けるため，主に憲法問題に関する答弁を4日間行っ

た。特に注目されたことは，ロバーツ裁判官がかつて上告趣意書において中絶

の権利に対して消極的な姿勢を示し，Ro。判決を覆す主張をしていた点てあっ

乍嘔㌧ロバーツ裁判官は・中絶の権利を認めた先例が「国の解決済みの法」と

して認められることを明言し，その先例を忠実に適用することを妨げる個人的

な見解を有していないと述べた岬ヨ。この委員会において，ロバーツ裁判官は，

自らが特定のイデオロギーにコミットして判決を下すのではなく，常に「オー

プン・マインド」であるべきことを繰り返し強調した。

　当時，合衆国では，ニュー・オーリンズにおけるハリケーン被害や原油価格

の高騰のニュースが大きく取り上げられていたが，一度上院でのロバーツ裁判

官の承認のための質疑応答が始まると，大々的に報道されていった。そして，

テレビでは，連日のように，ロバーツ裁判官の承認に関する賛成・反対の両陣

営のテレビ・コマーシャルが放送されていた。また，ロースクールでは，教員

も学生も，毎日のようにロバー一ツ裁判官の承認過程について議論を重ねていた。

　結局，ロバーツ裁判官は，9月29日上院議員による投票結果（78対22）を

受け，最高裁の首席裁判官に就任することになったのである。こうして，2005

年10月3日から始まる2005年開廷期から，レンキスト・コートに代わるロバー

ツ・コートは始動したのである。

3．レンキスト・コートを振り返る

　このような最高裁における転換を契機に，レンキスト・コートは最高裁に何

をもたらしたのか，という点を踏まえ，レンキスト・コートの特徴的な判決を

分析し，その評価を総括する旧コ。

（1）レンキスト裁半1」官とレンキスト・コート

　まず，レンキスト裁判官自身とレンキスト・コートの経緯について若干の説

明を行う。ウィりアム・レンキストは，1924年ウィスコンシンのミルウォー

キーで生まれ，1951年スタンフォード大学ロースクールを首席で卒業した
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（ちなみに，オコーナー裁判官は，レンキスト裁判官と当時スタンフォード大

学ロースクールで同じクラスであった）。その後，1952年から．1年間ロバrト・

ジャクソン最高裁裁判官のロークラークとして働き，アリゾナ州フェニックス

で弁護士としての経験を積んだ。そして，ニクソン大統領の下では，1969年

から1971年までの間司法省に勤めていたとごろ，最高裁に欠員が生じたこと

から，レンキストは，ニクソン大統領の指名を受け，1972年1月7日最高裁

の裁判官に就任した（上院での投票結果は68対26）。その後，1986年ウォー

レン・バーガー首席裁判官が退官したことに伴い，レーガン大統領は，レンキ

スト裁判官を首席裁判官に任命した（上院での投票結果は65対33）。こうし

て，レンキスト・コートは，1986年から，2005年までの間19年間にわたって

最高裁の歴史を刻んできたのである。

　レンキスト・コートは，1986年当時から保守派の裁判官たちとリベラル派

の裁判官たちとに分裂していたと言われる＝引。そのため，．レンキスト・コート

においては，しばしば保守派とリベラル派によって，判決が5対4や6対3に

割れることが多かった。レンキスト・コートにおいては，スティーブンズ裁判

官とオコーナー裁判官を除いて，6名の裁判官が途中で交代した。このような，

裁判官の交代にもかかわらず，保守派とリベラル派との一分裂は継続した。この

ような分裂の原因の1つには，各裁判官の任命にあたり，時の大統領と上院議

員の構成から，共和党と民主党それぞれの政治的意図やイデオロギーが多少な

りとも各裁判官の意見に反映されていることがしばしば指摘される。このよう

な分裂を象徴する最も典型的な例としては，2000年の大統領選挙の投票結果

の再集言十をめぐるBu・h　v．Go・♂があげられる。本件では，フロリダ州の投票

の再築言十に関して特定の基準のない手作業による再築言十が，恣意的な再集計を

導くおそれがあるため平等保護条項に反すると判断された。このように，ブッ

シュ陣営に有利な判決を下したのは，レンキスト，オコーナー，スカリーア，

トマス，ケネディの共和党大統領によって任命された5裁判官であった。それ

に対して，スティーブンズ，スーター，ギンズバーグ，ブライヤーの4裁判官

は，民主党大統領による任命あるいは民主党が上院の多数派であるときの任命

を受けており，Bu．h　v．G。。。において，ゴア陣営が要求していた手作業による

再集計を認めるよう，それぞれが反対意見を述べていた。このような保守とリ

ベラルという図式に沿って5対4で判断された事案は，ユ990年代後期に特に
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顕著になり，年によっては，その割合が約3分の1にまでなった，というデー

タもある㌔このように，レンキスト・コートは，保守派とリベラル派との間

の分裂が生じた「分裂したコート（a・Ouft出Vided）」とも形容されたのである㌔

（2）レンキスト’コートにおける司法改革

　1986年から2005年まで続いたレンキスト・コートは，最高裁の裁判実務に

いくつかの変革をもたらした。第ユに，レンキスト・コートは，最高裁におけ

る口頭弁論を開く件数を年々減らしていった。首席裁判官の仕事の一つは，ど

の事案を最高裁が受理し，審査を行うか，ということを裁判官会議でまとめる

ことにある。レンキスト裁判官が最高裁に入った年の開廷期には，最高裁は，

164件もの事案の口頭弁論を開き，判決を下していたが，その数は年々減少し

ていった。そして，レンキスト・コート最後の開廷期には，約75000件の上告

が申し立てされる中，口頭弁論が開催されたのは79件のみであった。㌔レンキ

スト首席裁判官は，一つの事案を州と連邦のそれぞれの裁判所で何度も審理す

ることを「無用な重複労働」であると考え，r一般的に関心の高い連邦憲法と

連邦法に関する未解決の問題に関わる事案」のみを裁量的上訴（。。fdO耐i）と

して認めていたのであるO胡。

　第2に，首席裁判官としてのレンキストは，率先して司法制度について言及

してきた。たとえば，連邦裁判所裁判官の空席ができた場合，上院が裁判官の

補充手続きをすぐにしなかったことに対して，レンキスト首席裁判官は，上院

に裁判官補充の遅延に異議を唱える表明を出したことがあった帖王。また，連邦

裁判所の裁判官の給与についても，レンキスト首席裁判官は，連邦議会に対し

て給与の増額を要求したこともあった舶。このように，首席裁判官としてのレ

ンキストは，一裁判官としてのみならず，連邦裁判所システム全体を取り仕切っ

てきたのである。

　このように，レンキスト・コートは，司法改革にも大きな影響を及ぼしてき

たのであり，レンキストは，首席裁判官として，司法行政に大きな混乱を招く

ことなく，最高裁の円滑な運営を実現させてきたと言うことができる。レンキ

スト首席裁判官が，「私の人生の中で最も公正で能率の良い上司」冊であるとい

うギンズバーグ裁判官の評価はその証左であろう。
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（3）保守主義としてのレンキスト・コート

　レンキスト・コートは，何千もの判決をこれまで下しており，それらの判決

から一般的な方向性を見出すことは困難である。しかしながら，レンキスト・

コートは，最高裁を保守的な方向に導いてきたという評価が圧倒的に多いO刮。

以下では，この「保守的（・・n・・m伽）」という評価が何を意味しているのか，

そして，どのような判決からレンキスト・コートの保守的な姿勢がうかがえる

かについて分析を行っていくこととする。

①ウォーレン・コートとの対比

　レンキスト・コートが最高裁を保守化させたと言うとき，時系列的にウォー

レン・コート（1953－69年）との対比からその評価を示すことができるω。ウォー

レン・コート期には，公立学校における人種別の通学を禁止した判決岨皿，憲法

上のプライヴァシー権を初めて認めた判決剛，身柄を拘束された被疑者の権利

を確立した判決囲などの革新的な判決を次々と打ち出し，連邦司法の権限を拡

張していった。そのため，ウォーレン・コートは，1960－70年代のリベラル

な政治的動向と」調和し，合衆国の歴史上最もリベラルなコートであったと言わ

れる鯛。そして，レンキスト・コートは，バーガー・コート（1969－86年）と

同様に，以下で論じるとおり，ウォーレン・コート期た確立した判例の射程を

狭めていった。そのため，レンキスト・コートは，いくつもの革新的な半1」決を

出してきたウォーレン・コートの反動であったとみることができるのである。

②レンキスト・コートにおける3期間

　19年間継続したレンキスト・コートの保守的な傾向は，次の3つの期問に

大きく分けることができ，それぞれの期間において異なる保守的な判決を示し

ていると言われる測。第工期は，1986年から1992年までで，この期間のレン

キスト・コートは，議会や行政に対して大きく譲歩していた。この期間には，

最高裁が，連邦や州の立法を違憲と判断する数が少なくなり，また中絶の権

利囲やアファマティブ・アクション囲などの実体的問題について，従来認められ

ていた権利の射程を実質的に狭める規制に合憲の判断を下していったのである。

たとえば，ケネディ裁判官が最高裁に入り，レンキスト，ホワイト，スカリー

ア，オコーナーに加えて5人目の保守的な立場の票が見込まれることになった
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1988年開廷期についてみてみると，憲法に関連する問題の66％が政府側の勝

訴となっていた。数字だけでは必ずしも分からない部分もあるが，ちょうど

20年前には，23％しか政府側が勝つことができなかったウォーレン・コート

期と比較すると，レンキスト・コートが憲法上の権利の実現に対していかに消

極的であったかを理解できる固。

　第2期は，ユ992年から2002年までを指し，この時期最高裁は，およそ60

年ぶりに州に対して大きく謙譲し，連邦の州に対する権限を弱める連邦主義革

命（fed・faHsmtevo1udon）を起こした囲。つまり，レンキスト・コートは，連邦

議会の権限を相対的に弱めることによって州の自律権を強固なものにして，州

の主権免除（・OV眠ign　immniワ）の射程を拡張していったのである。この時期

に，最高裁は，実体的な問題よりも，管轄問題から，連邦議会による権利を保

障するための立法を違憲と判断していったのである固。

　ところが，2002年から2005年までの第3期レンキスト・コートは，これま

での2期を比べて穏健な立場を維持しているように思われる。たとえば，この

時期，最高裁は，個人の権利の保障については，ロースクールにおけるアファ

マティブ・アクションを支持したり喧皿，町開発のための公共収用を認める判決馴

を下している。また，州の主権を強める連邦主義の動向には歯止めをかける判

決朗が下されていた。さらに，私的な同性愛の行為を禁止する州法の違憲判決闘

と未成年者への死刑を残虐で異常な刑罰であると半1」断じた判決働では，これま

での先例を覆してまで権利保護を行っている。これらの判決は，保守派よりも

リベラル派が好む傾向であり，最初の2期とは異なるレンキスト・コートがみ

られたのである蝸。

　このように，レンキスト・コートが保守的であるといっても，それぞれの時

期によってある程度論点が異なっていることが分かる。なお，レンキスト首席

裁判宮は，最初の2期においては，自らの立場について最高裁の裁判官の多数

派を形成することに成功したが，第3期においては，革新的な判決がいくつか

出される中，レンキスト首席裁判官が多数意見にまわることは少なくなった。

③レンキスト・コートの6つのテーゼ

　レンキスト・コートが保守的であると評価を受ける理由を，いくつかの代表

的な判決を参考にして，レンキスト・コートのテーゼを次の6つにまとめてみ



26 一橋研究　第31巻3号

だ。第1に，レンキスト・コートは，平等保護を根拠とする権利救済の方途を

制限した的。その制限の仕方は，2つの場面においてみられた。1つは，ウォー

レン・コートの功績の！つである公立学校における人種統合を実質的に支援し

なかったことにある。たとえば，公立学校における人種分離を禁止した連邦裁

判所の命令は，仮にその命令が解除されることによって，人種分離が再び生じ

るものであっても，自治体が合理的な期問その命令を遵守し，かつある程度過

去の人種差別の痕跡がなくなった場合は，もはやその命令の効力がなくなった

とみなすことができると最高裁は判断したのである㌔いま1つの平等保護を

根拠とする権利救済の方途を制限した場面とは，アファマティブ・アクション

である。確かに，レンキスト・コートは，Gmttcf　v．Bo皿nget髄において，5対4

の僅差で，ロースクールにおけるアファマティブ・アクションは，多様性の確

保の観点から認められると判断している。しかし，この1件を除いて，レンキ

スト・コートはアファマティブ・アクションを正面から認めたことはなかた舶。

　このように，レンキスト・コートは，少数派，特に人種における少数派に対

して，平等保護条項を根拠とする救済の方途を制限してきた。このことは，か

つてレンキストが，ジャクソン裁判官のロークラークを務めていた間に，「分

離しても平等」という原員1」を維持すべきであるというメモを書き残しており帥，

彼のこの見解が，レンキスト・コートにおいてある程度反映されていたことが

理解できよう。

　第2に，レンキスト・コートは，新たに基本的な権利（缶nd盆m．nt副。ight。）

を承認することはなく，既存の基本的な権利の射程を狭く解釈してきた帥。レ

ンキスト裁判官は，中絶の権利を憲法上のプライヴァシー権として認めたRo．

v．W．d。鯛において，反対意見を提出しており，その後もスカリーア裁判官やト

マス裁判官と共にR。。判決を覆そうとする意見を述べてきた蝸。

　このような中，レンキスト・コートは，基本的な権利の承認をめぐる事案審

理を2度ほど行っている。1度目は，was㎞ngtonv．G1ucksbe・g；杣とv且。・ov．Q舳蝸

であり，いずれの事案もレンキスト首席裁判官が法廷意見を執筆し，合衆国の

歴史と伝統に照らし，自殺帯助を行う権利を認めなかった。2度目は，2003年

L．wエ㎝。。v．T。。。。蝸においてであるが，最高裁は，レンキスト・コート1年目

に下されたBow。正。v，H目岬i．k師を覆して，6対3で私的な同性愛の行為を禁止

する立法が実体的デュー・プロセス条項に反すると判断した。確かに結論を見
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る限りでは，同性愛者の結合の自由が認められたように見えるが，本件で法廷

意見を述べたケネディ裁判官は，基本的権利という言葉を用いなかったため，

憲法上の新たな権利が承認されたわけではなかった。このように，レンキスト・

コートは，憲法典に書かれざる権利の承認には消極的な姿勢を示してきたので

ある。

　第3のテーゼとして，レンキスト・コートは，刑事被告人あるいは被疑者に

与えられた権利保障を著しく制限した蝸。たとえば，レンキスト・コ．一トは，

人身保革令状（h且b。乱。。o．pu。）に伴う救済方途に新たな制約を課してきた岨コ。

また，不合理な捜索，及び逮捕，押収を禁止する修正4条に関しても，たとえ

ば，薬物密売のプロファイリング側コやヘリコプターからの被疑者の財産の監視

が合憲であると判断されてきた面1コ。

　もっとも，レンキスト・コートにおいても，ウォーレン・コート期に確立し

たミランダ準則を追認し，憲法が要求する刑事手続きの保障範囲を拡大しよう

とする事例も存在した㌔また・Atbns　v・Vi・gl㎡・冊では・精神障害者に対して

死刑を執行することが，R．p。正v．Simmons醐ではまた未成年者に対して死刑を

執行することが，それぞれ残虐で異常な刑罰を禁止する修正8条に反すること

を最高裁は宣言した。しかし，レンキスト・コート全体を通してみると，刑事

被告人や被疑者に対する権利保障が従来の最高裁の基準と比較して幾分厳しく

なっているとみるのが相当であると思われる。

　第4に，レンキスト・コートは，政教分離の基準を緩和してきた冊。1971年

L・mon　v．Ku・t・mm鵬において，最高裁は，政教分離の厳格な基準（いわゆる

L．m㎝テスト岨司）を確立した。このLemonテストは，スティーブンズ，スーター，

ギンズバーグの3裁判官によって現在も支持されている。これに一対して，レン

キスト首席裁判官は，スカリーア裁判官とトマス裁判官と同調して，L．mon

テストを覆そうとし，政教分離の基準を緩和させる方向へと導いたものの，多

数派を形成して自らの主張を法廷意見にすることは1度もできなかった。

　しかし，レンキスト・コート期における判例を概観する限り，いくつかの先

例はすでに覆された上で，宗教系学校に対する政府の助成がこれまで以上に認

められ易くなった側。また，2005年に出された2つの判例一十字架を裁判所内

部に設置する事案と裁判所の目の前に設置する事案一では，それぞれの事案の

事実認定によって，5対4で異なる結論が導かれ，近年，政教分離に関する最
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高裁の姿勢はかなり微妙な立場を採っている囎。今後ロバーツ首席裁判官とア

リート裁判官の2人が，レンキスト首席裁判官の見解に立てば，L・monテス

トが覆される可能性があることは否定できない。

　第5に，レンキスト・コートは，連邦法で規定されている権利の救済を連邦

裁判所で争う道を狭めてしまった帥。憲法や連邦法で保障された諸権利を実現

するために大きな役割を果たしている合衆国法典42編1983条訴訟は，公務員

などによって法の名の下になされた侵害行為に対して，被害者が連邦裁判所に

対して損害賠償や差止めなどの救済を認めている。レンキスト・一コートは，州，

自治体やそれらの公務員に対する1983条訴訟について，訴訟要件を厳格化し，

連邦法で保障された権利の侵害に対する救済に消極的であった帥。また，1983

条訴訟の救済方途を認めた先例の射程を狭め，1983条訴訟を純粋な個人の権

利ではなく，議会の歳出権限（・p・n曲ng　p・w・正）によって認められる法である

ことを明言した肋。そのため，連邦法上保障されている権利を侵害された者は，

裁判所における救済の道が著しく狭められ，政治部門に対して実質的な救済を

求めることになってしまったのである・

　第6に，第2期において特に顕著であったが，レンキスト・コートを象徴す

る非常に重要なこととして，連邦主義革命を指摘することができる㈱。合衆国

憲法の歴史において，最高裁は，ユ937年以降，1つの判決冊を除いて一もっと

も，その判決は後に覆された鯛一連邦制に関する条文を根拠に連邦法が違憲と

半1」断されたことはなかった。しかしながら，レンキスト・コートは，1992年

以降，連邦制に関する修正10条，修正11条，そして修正14条5節を根拠と

して，連邦議会が制定する立法を次々と違憲と判断してきたのである。たとえ

ば，核廃棄物処理に関する低放射性廃棄処理物政策法㈱，学校周辺の一定区域

での銃の所持を規制する連邦法師，信教の自由を手厚く保障した連邦法囎，さら

には，暴力被害者に対する連邦民事救済法醐などを，いずれも連邦主義の観点

から違憲と判断している。

　この連邦主義革命を通して，レンキスト・コートは，州の主権免除の範囲を

拡大し，州の自律権を促進させてきたということができる。逆を返せば，ニュー・

ディール以降，連邦議会が制定してきた種々の連邦法に歯止めをかけ，連邦議

会の権限が縮小化していくことになる。このように，レンキスト・コートは，

レンキストが裁判官として最高裁に入る以前と比較して，連邦主義に劇的な変
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化をもたらしたのである。

　この他にも，レンキスト・コートは表現の自帥，結社の自由m，ステイト・

アクション法理宮などの分野で重要な判決を下しているが，レンキスト・コー

ト期において特徴的な6っテーゼは以上のようにまとめることができる。これ

らのテーゼの前提として，レンキスト・コートは，憲法解釈のメソドロジーと

しての特定の解釈哲学を欠いたまま，歴史的経緯と現実的な判断を基に判決を

下してきたという指摘がなされている囎。このような判断基準をもとに，レン

キスト・コートは，個人の権利保障のみならず，権限配分の問題，すなわち，

権限配分の水平方向としての立法・執政・司法の権力分立制と，権限配分の垂

直方向としての連邦と州との関係においても最高裁を保守的な方向へと導いて

きたと言っても大きな間違いはないように思われ札

4．今後の最高裁一ロバーツ・コートの1年目を振り返って

　レンキスト・コートの後を引き継いだロバーツ・コートは，今後最高裁をど

のような方向へと導いていくであろうか。以下では，ロバーツ・コートが合衆

国最高裁の歴史的経緯においてどのように誕生し，また1年目を終えたロバー

ツ・コートに対する評価を概括して記すことにしたい。

（ユ）ロバーツ裁半1j官とロバーツ・コート

　ロバーツ裁判官は，9人の裁判官の中で最も若く，最も裁判官としてのキャ

リアが短く，また2005年開廷期時点では最も新しい裁判官であるにもかかわ

らず，法廷では9人裁判官の真ん中の席に座り首席裁判官としての任務をこな

している。最高裁入りするまでの裁判官としての経験は，わずか2年間であっ

たが，ロバーツ裁判官は，レンキスト裁半1」官のクラークを務めていたことがあ

る。このことが，現在のロバーツ首席裁判官としての仕事に役立っていること

は間違いがないであろう。また，これまでの経験を見る限りでは，裁判官とし

てのキャリアが短いことは，最高裁裁判官としての職責を全うするにあたり必

ずしも負に働くものではない㌔重要なことは，首席裁判官としてロバーツが

どのように最高裁をまとめていくか，ということである。

　そのような中，ロバーツ・コートの1年目は，69件の事案のうちの約半分



30 一橋研究　第31巻3号

を反対意見のない満場一致で判決を下しており，この数は，例年に比べると圧

倒的に多い。ロバーツ・コートが，分裂していた最高裁を一つにしようと動き

出したのかもしれない。しかし，この開廷期は，オコーナー裁判官からアリー

ト裁判官への交代により8名の裁判官によって判決が言い渡される期問があっ

たため，いずれの裁判官も加わることのできない事案については4対4で分裂

をすることにより，原判決の維持という選択を避けようとした結果かもしれな

い。また，2005年開廷期に5対4に割れた事案は；前年開廷期と比べて半数

に．なったが，その決定票の多くをオコーナー裁判官に代わって，ケネディ裁判

官が握ることになった冊。

　裁判官としての経験がそれほど長くないことから，これまでのロバーツ裁判

官が下した判決からロバーツが首席裁判官としてどのような役割を果たしてい

くか，ということについてはいまだ不明確な部分が多い。しかし，2005年開

廷期を見る限り，ロバーツ首席裁判官は，アリート裁判官と最も立場が近く，

次にスカリーア裁半1」官に近い立場を採っている。また，ロバーツ首席裁判官は，

2005年開廷期を全うした最高裁の裁判官の中で最も回数は少なかったものの，

選挙権冊，尊厳死耐，死〃副，刑事手続き冊，連邦制剛などに関係する重要な事案

において反対意見を述べている幅1＝。このようなことから，ロバーツ首席裁判官

は，「ミニマりスト（mi㎡m汕St）」棚であるという評価もある。すなわち，ロバー

ツ首席裁判官の意見は，大規模で包括的な主張を含むものではなく，最低限の

ことのみを表明しているものと理解される。そして，彼が反対意見を提出する

ときは，理にかなった人であれば反対するであろうという認識に立っている場

合に限られる，と考えられているのである。

（2）今後の最高裁

　今後，最高裁がどのような道を歩んでいくかは誰にも分からない。第1に，

ロバーツ裁判官が，首席裁判官に就任した当時50歳であったという事実であ

る。ちなみに，その当時最高裁の最長老であるスティーブンズ裁判官は，85

歳であった。最高裁の裁半1」官は自らの地位が終身保障されていることから，も

しロバーツ首席裁判官が，スティーブンズ裁判官と同じ年まで現職を務めるこ

とになれば，2040年（2005年から35年後）までロバーツ・コートは続くこと

になり，仮にそうなれば，ロバーツは，最高裁の歴史上最長期問首席裁判官を
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務めることにもなりかねない。

　同じく年齢という視点からすれば，第2に，保守派の裁半1」官たちは，リベラ

ル派の裁判官たちに比べて圧倒的に若い，と言うことができ乱いわゆる保守

派としてラベリン．グされているトマス裁判官，そして新たに加わったロバーツ

首席裁判官とアリート裁判官は，スカリーア裁判官を除けば，いずれも50歳

代である。それに対して，いわゆるリベラル派として目されるスティーブンズ

裁判官，スーター裁判官，ギンズバーグ裁判官，ブライヤー裁判官は，ヰ均す

ればおよそ75歳で，保守派の裁判官らに比べてはるかに老齢である。そして，

ブッシュ大統領の任期がまだ2年残されており，彼が任期中は最高裁の空席を

埋める大きな権限を有していることも忘れてはならない。もちろん，若い裁判

官であっても早期に職を退くこともあるし，老齢の裁半1」官が今後も活発に職務

を遂行していく可能性もあり，短絡的な結論を下すことはできない。しかし，

最高裁が分裂する中で，この年齢のばらっきは，長期的に見て今後の最高裁の

構図に変化をもたらす可能性がある。

　最後に，より実質的な問題として，新たに加わったロバーツ首席裁判官とア

リート裁半1」官は，中絶や政教分離，また大統領権限の拡大などの論争的な話題

について保守的な立場を表明してきている。レンキスト・コートにおいて，こ

れらの問題は5対4に意見が割れることがしばしばあったが，特にその決定票

を握っていたオコーナー裁判官の代わりにアリート裁判官が最高裁に入ったこ

とは大きな意味をもつであろう。そのため，これらの論争的な分野について，

最高裁内部におけるリベラルと保守との間の分裂がますます根深いものになる

ことも予想されうる。

　もっとも，今後最高裁がどのような道を歩んでいくかは誰にも分からない。

いずれにしろ，重要なことは，2世紀もの間，最高裁のいずれの裁判官も，合

衆国憲法を遵守し，連邦最高裁判所というシステムを維持してきたという事実

である。そして，レンキスト首席裁判官が述べているとおり，最高裁は，財政

と武力に影響力を及ぼすことができないにもかかわらず，連邦政府の立法・執

政の両部門との抑制と均衡の関係を一定程度維持してきた鵬。今後は，ロバー

ツ・コートがこの関係にどのように取り組んでいくかに注目したい。
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